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第6章 周波数の監理及び無線従事者

第1節 周波数の監理

1概 況

現 在,電 波 は,社 会 経 済 活 動 の ほ とん どす べ て の分 野 に利 用 され,極 め て

重 要 な 役 割 を果 た して お り,ま た,身 近 な 日常 生 活 に もな くて は な らな い も

の とな って い る。

一 方
,電 波 は,「 周 波 数 スペ ク トラム」 と して 時 間 的,空 間 的 に 占有性 を

有 す る一 種 の 有 限 な資 源 で あ る。

す なわ ち,電 磁 波 の スペ ク トラ ムは 第2-6-1図 に示 す よ うに,可 視 光

線 の領 域 を 超 え て 宇 宙 線 の領 域 に至 る まで非 常 に広 範 囲 に わた って い る。 し

か し,こ の うち,「 電波 」 と して無 線 通 信 に使 用 可 能 な 周波 数 スペ ク トラム

は,最 近 の技 術 で もお おむ ね50GHzま で の範 囲 に限 られ て い る。

第2-6-1図 電磁波 のスペ ク トラム
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周 波 数 帯 別 の主 な用 途 は,第2-6-2表 の とお りで あ る。
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第2-6-2表 周波数帯別の主な用途

周波数帯 主 要 な 用 途

VLF オ メガ

LF

MF

HF

VHF

UHF

SHF

EHF

標準電波 船 舶の通 信 気象通報 船舶及び航空機航行用 ビー コン

デ ッカ

中波放送 船舶遭難通 信(電 信 ・電話)ラ ジオ ・ブイ ロランA

船 舶及び航空機 の通 信 標準電波 海上保安

短波放送 国際放送 国際通信 公衆通信 船舶及び航空機の通信

市民ラジオ アマチュア 高周波利用設備 標準電波

テ レビジ 耳ン放送FM放 送 国際港湾無線電話 沿岸 公衆 無線電

話 警 察 ・消防 ・海上保安 ・建設 ・新聞 ・電 力 ・ガス ・私鉄 ・銀行

等の移動業 務の通 信 孤立化 防止無線 ・防災行政無線等 の災害対策

の通信 航空機 の通 信 簡 易無線 ポケ ッ トベル アマチ ュア

テ レビジ コン放送 警察 ・水 防 ・道路管理 ・電 力 ・ガス ・鉄道 等の

通信 公衆通 信 タ クシー無 線 列 車(新幹線)無 線 自動車公 衆無

線電話 気象用 ロボ ッ ト・ゾンデ 航空 ・気象用 レー ダ テ レメー

タ 簡 易無線 電波 天文 衛星通 信

公 衆通 信用 ワイ クロウェー ブ中継 衛星通 信 衛星放送 公益 ・行

政 通信用 マイ クロウェー ブ中継 航 空 ・船 舶 ・気象用 レー ダ 電波

高度計 ス ピー ドメータSHFテ レビ(受 信障害対策)

各種レーダ 簡易型地上通信 各種衛星通信

電波に国境なしといわれるように電波は地球を取 り巻 く宇宙空間を自由に

伝搬するので,電 波を利用する者が無秩序に周波数を使用するならぽ,国 内

はもとより国際間においても相互に混信妨害を生ずることとなる。

このような電波の有限性及び伝搬特性のため,周 波数スペクトラムの有効

利用を図 り,ま た,世 界的な無線通信業務を円滑に行 う必要があ る こ とか

ら,周 波数については,古 くか ら国際的にち密な監理が行われ,電 波秩序が

維持 されている。

我が国における周波数の監理は,電 波法及び関連法令の規定に基づき,次
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のような事項を考慮して適切に行 うよう努めている。

① 国際電気通信条約及び同附属無線通信規則,国 際民間航空条約,海 上人

命安全条約等の周波数に関する国際的な規律に従 うとともに国際協調を図

ること。

② 周波数需要の動向をは握し 周波数の計画的な使用を図ること。

③ 円滑な無線通信業務を維持し,か つ,周 波数スペクトラムを有効に利用

するため,適 切な技術的基礎に基づいた周波数の使用を図ること。

④ 周波数スペクトラムの開発及び有効利用に関する技術の調査研究を推進

すること。

最近の電波利用の拡大に伴い,周 波数の需要は著しい増加を示してお り,

既に一部周波数帯については国際的にも不足が問題となって きて い る。特

に,我 が国は世界一の電波の高密度利用国であ り,周 波数の一層効率的な使

用を図るとともに,ミ リ波等の新 しい周波数帯について利用開発を進めてい

く必要がある。

2周 波数分配

周波数帯又は周波数を固定業務,放 送業務等の各無線通信業務に対 して配

分することを周波数分配といい,各 国は周波数を使用する場合,国 際電気通

信条約附属無線通信規則に定める周波数帯分配表に従わなければならない。

なお,特 定の業務に対 しては世界的な周波数計画が定められてお り,そ の

主なものは次のとお りである。

①4MHz～27.5MHzの 海上移動業務の周波数区域分配計画(1951年 制定,

1967年,1974年 改正)

②2.85MHz～22MHzの 航空移動業務の周波数区域分配計画(1951年 制定,

1966年,1978年,1979年 改正)

③ 第1/第3地 域における長 ・中波放送業務に関する周波数割当計画(1975

年制定)

④12GHz帯 放送衛星業務に関する周波数割当計画(1977年 制定)
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我 が 国 で は 国 際 分 配 を 基礎 と し,

定 め て い る。

これに国内事情を考慮 して周波数分配を

3周 波数割当

(1)概 要

無線局に周波数を割 り当てる場合には,一 般に次の事項を考慮 して行って

いる。

① 周波数分配表に従 うこと。

② 周波数に関する国際的な規律に従 うこと。

③ 周波数割当計画が定められている場合にはこれに従 うこと。

④ 周波数の効率的利用を図ること。

⑤ 電波の型式,必 要周波数帯幅,伝 搬特性,保 護すぺき電界強度等の電波

の技術的特性を考慮 し,既 設局に有害な混信を与えないようにすること。

54年度末現在,割 り当てられた周波数の数は,第2-6-3図 に示すよう

に約9,200波 に達 し,長 波帯からマイ クロ波帯までほとんどくまな く割 り当

てられている。

特に移動業務に適 しているVHF帯 は,都 市部における陸上移動業務及び

沿岸無線電話を中心とする海上移動業務の伸びが著しく,VHF帯 の混雑緩

和は現在の周波数監理上最 も重要な課題の一つとなっている。

また,マ イクロ波帯についても,最 近は通常のいわゆるマイク巨ウェーブ

回線のほか,レ ーダ,気 象観測,航 空管制等の用途が拡大 され,更 に宇宙通

信の本格化を控え,混 雑の度合いは徐 々に高まってお り,準 ミリ波帯,ミ リ

波帯の開発が急がれている。

一方,短 波帯は従来か らその混雑が国際的に大きな問題 となってお り,最

近の国際通信の分野において海底ケーブル,対 流圏散乱波通信,衛 星通信等

の広帯域通信回線が遂次整備されてきているものの,主 として開発途上国に

おいては依然 として国内 ・国際通信とも短波に依存するとこ ろ が 多 く,ま

た,世 界的にも海上移動業務,短 波放送業務の分野では,短 波の需要が増大
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していることか ら,依 然として国際的にし烈な需要がある。このため1979年

ジュネーブにおいて開催された世界無線通信主管庁会議(以 下この節におい

て 「WARC-79」 とい う。)においては,特 に短波帯以下の周波数分配につ

いて大幅な再編成が行われた。

第2-6-3図 無線局に対する割当周波数の推移
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(2)業 務別周波数割当の現状

ア.固 定業務

固定業務に分配されている周波数帯は,第2-6-4表 に示す とお りであ

る。

(ア)30MHz以 下の周波数帯は,10数 年前までは国際通信用 として広 く使

用されていたが,衛 星通信,海 底ケーブルの導入により国際通信に占め
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第2-6-4表 固定業務用の周波 数分配状 況

周 波 数 帯

0～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

l～17.7GHz

17.7～40GHz

周 波 数 帯 古
田

巾

専 用

50kHz

10,312kHz

20MHz

300MHz

移動業務用1槻 業務用以外
との共 用 の業務との共用

1,120kHz

4,977kHz

237MHz

3,821MHz

7.35GHz

87gkHz

l6kHz

211MHz

5,040MHz

8.9GHz

十
二
=
ロ

2,049kHz

l5,305kHz

468MHz

9,161MHz

16.25GHz

る役割は減少の一途をた どり,現 在,短 波回線が全回線数に占める比率

は1%未 満にす ぎなくなっている。 したがって,今 後は主 として衛星,

ケーブルのいずれ も使用することが困難な対地向け通信回線用 として使

用されることとなろう。また,国 内通信用としては,市 況情報等の同報

通信,離 島通信,災 害対策用の通信,保 安用の通信等短波帯の特性を生

か した通信回線に使用されている。

WARC-79に おいても固定業務の局に対する短波帯の使用は,な お

需要の多い開発途上国にできる限 り振 り向けるよう各国は協力すること

となった。

(イ)30MHz～1,000MHzの 周波数帯は,中 小容量の局地系の通信,災 害

対策用の通信,音 声放送の中継,移 動業務における通信所 と送受信所間

の連絡回線等に割 り当てられてお り,今 後 もかな りの需要が見込まれて

いる。

しか しながら,こ の周波数帯は,移 動業務に最も適 した周波数帯であ

り,今 後 とも移動業務に対する需要は増大が予想されることか ら,固 定

業務用周波数については可能な限 り1GHz以 上の周波数帯に移行する

などして移動業務の拡大に対処する必要がある。

¢∂1GHz以 上の周波数帯は,一 般に マイクロ波帯といわれ る周波数帯

であ り,大 容量の無線中継方式に適し,公 衆通信,テ レビジョン放送中

継及び公益,治 安,行 政等の業務の幹線系,支 線系の通信網に広 く使用
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され て い る。 ま た,小 容量 固 定 多 重 回線 に2GHz帯 でPCM方 式 が 導

入 され た こ とに よ り,従 来400MHz帯 を 使 用 して いた 小 容量 固 定 多 重

回線 は,で き る限 り2GHz帯 に移 行 す る こ と と した。 この よ うに,こ

の周 波 数 に つ い て は,我 が 国は 世 界 有数 の マ イ ク ロ波 利 用 国 といわ れ る

よ うに,高 い 密 度 で使 用 され て い る。

将 来 のマ イ ク ロ波帯 の需 要 は,情 報化 の進 展 と と もに デ ー タ通 信,画

籐 通 信 等 の新 しい 通 信需 要 を 含 め,大 幅 な増 大 が 予 想 され てい るの で,

今 後,空 中 線 の 指 向性 を利 用 して地 域 的 な周 波 数 の共 用 を一 層 図 って い

く と ともに,い わ ゆ る準 ミリ波 帯 の 開発 あ るい は 衛 星通 信 の利 用 を進 め

て い く必 要 が あ る。

イ.放 送 業 務

放 送 業 務 に分 配 され て い る周 波 数 帯 は,第2-6-5表 の とお りであ る。

第2-6-5表 放送業務用の周波数分配状 況

周 波 数 帯

0～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

1～17.7GHz

I7.7～40GHz

周 波 数 帯 幅

専 用 共 用 卜二=ロ

1,080kHz

2,350kHz

384MHz

50kHz

170MHz

500MHz

1,130kHz

2,350kHz

554MHz

500MHz

(ア)標 準放 送

標 準 放 送 は,525kHz～1,605kHzの 中 波 の周 波 数 帯 を 使 用 して い る。

この 周波 数 帯 の 割 当 て につ いて は,LF/MF帯 放 送 に 関 す る地 域 主 管

庁 会 議(1975年 ジ ュ ネー ブ)の 協 定 に基 づ い て,「 標 準放 送 用 周 波 数 割

当 計 画 」 を作 成 して 行 われ て い る。

(イ)短 波 放送

短 波帯 で放 送 用 に 分 配 され て い る周波 数 帯 は,3,6,7,9,11,15,

17,21及 び25MHz帯 に お い て合 計462ch(5kHz間 隔)で あ る。
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我が国では,国 内放送用として6波 の割当てを行 っているほか,国 際

放送用 として約30波 の割当てを行っている。

短波帯の放送業務用の周波数については,附 属無線通信規則の規定に

より,年4回 季節別の周波数をIFRBに 提出し,IFRBは 技術審査と各

国間の調整を行い,必 要に応 じて関係主管庁に勧告を行 うこととなって

お り,こ の勧告を受けた主管庁は,こ れを勘案して周波数の割当てを行

うという建前がとられている。

しか しながら,第2-6-6図 に示す ように,世 界各国の周波数の使

用は逐年増加 してお り,さ らに,最 近は各国とも大電力化を図っている

ために混信は激化の傾向にある。 これに対 しWARC-79に おいては大

幅に周波数帯分配の増加が図られた。

第2-6-6図 短波放送用周波数 登録 の年 度別 推移
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㈲ 超短波放送

いわゆるFM放 送のための超短波放送用の周波数としては,76MHz～

90MHzが 分配 されており,「 超短波放送用周波数割当計画」に従って

NHK及 び民間放送に対 し割当てが行われている。

(⇒ テレビジョン放送

テレビジョン放送はVHF帯(90MHz～108MHz及 び170MHz～222

MHz)の12ch,UHF帯(470MHz～770MHz)の50chを 使用 し,「テ

レビジョン放送用周波数割当計画」に従い割当てを行っている。

ウ.陸 上移動業務

陸上移動業務に分配されている周波数帯は,中 短波帯か らマイクロ波帯ま

で広範囲にわたっているが,電 波の特性上から陸上移動業務に適 している周

波数帯は,一 般にVHF帯 及びUHF帯 が中心であ り,こ の周波数帯の割当

ての状況は,第2-6-7表 のとお りである。

これらVHF帯 及びUHF帯 の陸上移動業務用周波数帯は,無 線局の使用

が最も混雑 してお り,従 来か ら割当周波数間隔の縮小,セ ルコール方式の採

用等による周波数共用,集 中基地方式の採用,マ ルチチャンネル通信方式の

導入等による周波数の有効利用を図ってきている。

単一通信路用の周波数帯における周波数間隔の縮小は48年度末に完了し,

第2-6-7表 VHF帯 及びUHF帯 陸上移動業務用の

周波数の数(54年 度末現在)
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60MHz帯 では30kHzか ら15kHz間 隔へ,150MHz帯 では40kHzか ら20

kHz間 隔へ,400MHz帯 では50kHzか ら25kHz間 隔へ,そ れぞれ周波数

間隔が縮小された。

陸上移動業務では,自 動車交通の発達,移 動体 との間の迅速な通信の確保

の要求に伴い,都 市部を中心に今後ますます増大の傾向にあるので・VHF

帯及びUHF帯 について,ち 密な割当計画を定めて一層周波数の有効利用を

図るとともに,自 動車公衆無線電話に800MHz帯 を利用するなど,よ り高

い周波数の利用技術開発が推進 され,さ らに,ス ペ クトラム拡散方式等周波

数有効利用につながる技術の適用についても検討が進められている。

エ.海 上移動業務

海上移動業務に分配 されている周波数帯は,第2-6-8表 のとお りであ

る。

第2-6-8表 海上移動業務用の周波数分配状況

周 波 数 帯

0～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

周 波 数 帯 幅

専 用 共 用 十
二
=
口

110kHz

3,850k}lz

1,937kHz

2,962kHz

146MHz

約2.OMHz

約6.8MHz

146MHz

海上移動業務は人命の安全に直接関係のある業務であ り,世 界的ベースで

専用周波数帯が分配 されている。また,500kHz,2,182kHz及 び156.8MHz

の周波数は,遭 難及び呼出周波数 として国際的な保護が与えられている。

(ア)短 波帯の専用周波数帯は,無 線電信用 と無線電話用とに大別され,割

当周波数及び割当基準が国際的に定められている。 しかし,近 年,電 話

の伸びが著 しいことなどの理由か ら,1974年 に開催された世界海上無線

通信主管庁会議において,電 話の需要増に対処す るため,SSB方 式を

基礎 とした各国別分配計画が採択され,1978年1月1日 から実施されて

いる。

現行の分配表では,海 上移動業務へは4,6,8,12,16,17,22及 び
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25MHz帯 で合計3,850kHz幅 が分配されているがWARC-79で 新た

に専用で800kHz幅 及び共用で158kHz幅,合 計958kHz幅 が追加分

配された。 これ らの使用については,近 い将来開催が予定されている移

動業務のための世界無線通信主管庁会議において討議の上,決 定される

こととなる。

(イ)154.675MHz～162.0375MHzのVHF帯 は,国 際海上移動無線電話,

沿岸無線電話及び一般海上関係の業務に広く使用されている。

特に沿岸無線電話は,海 上交通の発達に伴い需要が急増 してお り,こ

の需要に対処するために,53年 度には,250MHz帯 による自動交換方式

を導入 し,順 次これに移行することにしている。

㈲ 我が国においては,漁 船の通信は主として専用通信として行われてお

り,操 業海域の相違等により,中 短波,短 波及びVHF帯 の周波数を割

当てているが,遠 洋漁業用の短波帯及び小型船舶に対する近距離通信用

の26及 び27MHz帯 の需要が増大している。

オ.航 空移動業務

航空移動業務は,海 上移動業務と同様人命の安全に直接関連のある業務で

あ り,か つ,著 しく国際性を有するので,原 則として世界的ベースで専用周

波数帯が分配されている。

航空移動業務には,主 として民間航空路に沿 う飛行の安全に関する通信の

ための航空移動(R)業 務とそれ以外の航空移動(OR)業 務の区 分 が あ

る。

航空移動業務用の周波数分配の状況は,第2-6-9表 のとお りである。

ω 航空移動(R)業 務

航空移動(R)業 務専用に分配されている周波数帯の使用 に 際 して

は,航 空機の安全に関する通信が優先す ることになっている。また,航

空移動(R)業 務の使用に関しては,国 際民間航空機関(ICAO)に お

いて技術基準,国 際航空の周波数使用計画等が定められてお り,我 が国

でもこれを尊重している。短波帯については,無 線通信規則附録第27号
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第2-6-9表 航空移動業務 用の周 波数分 配状 況

周 波 数 帯

0～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

405kHz

1,515kHz

215kHz

1,150kHz

I33MHz

620kHz

2,665kHz

133MHz

に世界的な周波数区域分配計画が定められてお り,我 が国でも,こ の計

画に従って主として遠距離通信用に割当てを行っているが,1978年2月

ジュネーブにおいて開催された航空移動(R)業 務のための世界無線通

信主管庁会議において,SSB方 式を基礎とした新たな航空移動(R)

業務のための周波数分配計画が無線通信規則附録第27号(改 定版)と し

て採択された。この附録第27号(改 定版)に よる割当ては1983年2月1

日から実施されることになっている。

また,空 港周辺における管制通信の主力は,現 在,高 品質の通信が可

能なVHF帯 の118MHz～136MHz帯 を使用 してお り,空 港の整備に伴

う需要の増大に対処するため割当周波数間隔を100kHzか ら50kHzへ

縮小 した。

(イ)航 空移動(OR)業 務

航空移動(OR)業 務には,主 として 短波帯,138MHz～142MHz,

235MHz～328.6MHzのVHF帯 及びUHF帯 が分配されてお り,海 上

保安用,防 衛用,新 聞 ・報道用等に使用されている。短波帯 に つ い て

は,無 線通信規則附録第26号 に区域分配計画があるが,我 が国ではSS

B化 により周波数の有効利用を図っている。

VHF帯 では現在50kHz,UHF帯 では100kHzの 周波数間隔で割

当てを行っている。

カ.無 線測位業務

無線測位業務は,電 波の伝搬特性を利用 して,位 置の決定又は位置に関す

る情報の取得を行 う業務であ り,船 舶及び航空機の航行のための無線測位を
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行 う無線航行業務,無 線航行以外の目的のための無線測位を行 う無線標定業

務がある。これらの周波数分配の状況は,第2-6-10表 のとお りである。

第2-6-10表 無線測位業務用の周 波数分配状況

周 波 数 帯

O～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

1～17.7GHz

l7.7～40GHz

周 波 数 帯 幅

無 線 航 行

専 用

90kHz

57.6MHz

1,493MHz

2.1GHz

無線標定
との共用

4kHz

3MHz

1,850MHz

他業務 と
の 共 用

420kHz

10MHz

O.8GHz

無 線 標 定

専 用

20MHz

3,795MHz

1.6GHz

無線航行
との共用

4kHz

3MHz

I,850MHz

他業務 と
の 共 用

885kHz

39MHz

1,465MHz

l.2GHz

(ア)無 線 航 行 業 務

無線 航 行 用 の周 波 数 帯 は,短 波 帯 を 除 く全 周波 帯 にわ た って分 配 され

て い る。

長 ・中波 帯 は,船 舶 及 び航 空 機 の位 置 決定 の シス テ ムの た め に割 り当

て て い る周波 数 帯 で あ り,ロ ラ ン,デ ッカ,海 上 ビー コ ン及 び航 空 ビー

コ ンに使 用 され て お り,ま た,遠 距 離 の 高精 度 航 行 シ ステ ムの オ メガに

対 す る割 当 て も行 わ れ て い る。

なお,航 空 ビー コ ンに 対 す る 第一 地 域 の長 波 ラ ジオ放 送 か らの混 信 問

題 に っ い て は,WARC-79に お い て も満 足 な解 決 が 得 られ な か った こ

とか ら,我 が 国 と して は この対 策 が 今 後 の大 きな課 題 とな ろ う。

30MHz～1,000MHz帯 は,主 と して 航 空 無 線航 行 に割 り 当 て られ て

お り,VOR(VHF全 方 向無 線標 識 施 設),ILS(計 器 着 陸 用 施 設),

DME(距 離 測 定 用 施 設),TACAN(UHF全 方 向方 位 距 離 測 定 施設)

等 に使 用 され て い る。 また,マ イ ク ロ波 帯 は,船 舶,航 空 機,空 港 監

視,航 空路 監 視 の レー ダ,マ イ ク ロ波 ビー コ ン等 に割 り当 て ら れ て い

る。

海 上 無 線 航行 で は,今 後,港 湾 を含 む 沿 岸 海域 に おけ る海 上 交通 のふ
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くそ うに対処するため,準 ミリ波帯の高精度の監視 レーダも実用に供さ

れてきている。

なお,衛 星による航行援助システム(NNSS)が 既に使用されている

が,よ り正確かつ迅速な位置の決定の必要性に対処す るため,更 に進ん

だ衛星を利用 した位置決定システムの導入が今後積極的に検討 され るこ

ととなろ う。

(イ)無 線標定業務

無線標定業務に分配 されている周波数帯は,短 波帯を除 く全周波数帯

にわたっているが,主 としてパルス方式のレーダに使用されている。

低い周波数帯は,精 度は低いが探知距離の長いレーダに,高 い周波数帯

は,探 知距離は短いが精度の高い レーダにそれぞれ適 している。

パルス方式の レーダのほか,航 空機,船 舶,車 両等の位置,速 度及び高

度の測定用 としてCW方 式(持 続電波方式)の ものも最近増加 している。

なお,1,605kHz～2,495kHzの 中短波帯は,漁業用のラジオ・ブイ及び

海洋開発等に伴 う局所的な精密位置測定 システムにも使用されている。

キ.そ の他の地上業務

気象援助業務,ア マチュア業務及び標準周波数業務に分配されている周波

数帯の状況は,第2-6-11表 のとお りである。

(ア)気 象援助業務

第2-6-11表 気象援助,ア マチ ュア及び標準周波数の

各業 務用の周波数分配状況

周 波 数 帯

0～4MHz

4～30MHz

30～1,000MHz

1～17.7GHz

l7.7～40GHz

周 波 数 帯 百
田

巾

気 象 援 助

専 用 共 用

12MHz

40MHz

ア マ チ 議 ア

専 用 共 用

89kHz

2,600kHz

12MHz

935MHz

O.25GHz

標 準 周 波 数

専 用 共 用

10,1kHz

80kHz
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気象 援 助 業 務 に 分 配 され て い る周 波 数 帯 は,400MHz帯 の約12MHz

と1.6GHz帯 の40MHzで あ り,ラ ジ オ ゾ ンデ用,気 象 デ ー タを伝 送 す

る ラジ オ 目ポ ッ ト及 び ロボ ッ ト中 継 用 に使 用 され て い る。

ラ ジオ ゾンデ は,1.6GHz帯 を 使 用 す る ものが 多 くな っ て い る。 ま

た,最 近,公 害 対 策 と して の下 層 大 気 の観 測 デ ー タ及 び海 洋資 源 の開 発

の た め の海 洋 気 象 デ ー タの伝 送 等 の需 要 が増 大 しつ つ あ る。

な お,衛 星 か ら の気 象 観測 や 衛 星 を 経 由す る気 象 観 測 資料 の収 集 のた め

の 気象 衛 星 シ ス テ ムが 国際 的 規 模 で 計 画 され てお り,我 が 国 で も52年 度

に打 ち上 げ が 行 わ れ た。 主 要 な使 用 周 波数 は1.5GHz～2GHz帯 で あ る。

(イ)ア マ チ ェア業 務

ア マ チ ュア業 務 用 周波 数 帯 は,1,907.5kHzか ら24.25GHzま で の 問

に お い て16周 波 数帯 が分 配 され て い る。

ア マ チ ュ ア無 線 は,電 波 技 術 の 発展 あ る いは 災 害 時 に おけ る通 信 の確

保 等 に貢 献 して きて お り,54年 度 末現 在 全 国 で 約44万 局 の多 数 の局 が運

用 され て い る。

㊥ 標 準 周波 数 業 務

標 準 周波 数 業 務 に 分 配 され て い る周 波 数 帯 は,短 波 以下 の7周 波数 帯

で あ る。

標 準 電波 は,周 波 数,時 刻,時 間 間 隔 の 標 準 を一 般 に供 す る こ とを 目

的 と し,我 が 国 で は,郵 政 省 電 波 研 究所(小 金 井 市)が 管 理す る標 準 周

波数 信 号 で 変 調 され た2.5MHz,5MHz,8MHz,10MHz及 び15MHz

の標 準 電 波 が 名 崎送 信所(茨 城 県 三 和 町)か ら常 時 発 射 され て い る。

この標 準 電波 は,機 器 の調 整,校 正,各 種 観 測,学 術研 究等 に広 く利

用 され て い る。

WARC-79に お い て は,我 が 国 の 提 案 に よっ て,「 標 準 周 波 数 業 務 」

の 呼称 は 「標 準 周 波数 報 時 業 務 」 に 改正 され,ま た,第3地 域 に お いて

は4MHz,8MHz及 び16MHzが 共 用 の基 礎 で 新 た に 分配 され た 。

㊥ そ の 他
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簡易無線業務用としては,26MHz帯 に11波,150MHz帯 に9波 及び

400MHz帯 に10波 の個別周波数を定めている。

信号報知業務用としては,半 径約1km以 内の狭い地域で専用に使用

するものに対 しては26MHz帯 で3波 が割 り当てられる。

また,一 般の利用に供する信号報知業務は,150MHz帯(ア ナログ方

式)で43年7月 にサービスを開始 して以来,54年 度末にはサービス地域

64地区,加 入者数約95万 に達 し,需 要は更に増加の一途をたどることが

予測され る。ふくそうした150MHz帯 での増波は 困難な状況となった

ため,新 たに250MHz帯 で,1波 当た りの 加入容量を増大することを

考慮した新(デ ィジタル)方 式のものを43年 度から導入 した。

なお,60年 度末までには,す べて250MHz帯 になる予定である。

ク,宇 宙無線通信業務

1971年 の宇宙通信に関する世界無線通信主管庁会議(WARC-ST)の 結

果,衛 星を使用する無線通信の業務に対 して,275GHzま での周波数帯で多

くの新 しい周波数帯が分配され,ま た,WARC-79に おいては,新 しい周

波数帯を含め,更 に大幅な周波数帯が追加分配された。我が国においても,

これ らの周波数帯を使った実験用中容量静止通信衛星,実 験用中 型 放 送 衛

星,静 止気象衛星等が既に打ち上げ られてお り,将 来も通信衛星2号,放 送

衛星2号 等多 くの衛星が計画又は検討されている。

現在計画中の衛星系については,計 画が確定され次第,順 次附属無線通信

規則の定めるところにより事前公表の手続を行い,そ の後,必 要なものにつ

いて,関 係主管庁 との間で周波数の割当てに関する調整を行っている。

今後,世 界的に衛星系の数は,一 段と増加する傾向にあ り,宇 宙通信に関

する周波数割当ても本格化 して行 くと考えられる。

(ア)固 定衛星業務

固定衛星業務には,2GHz～275GHz帯 において計43,245MHzが 分

配されているが,こ のうち約11,245MHzが 地上の他の業務 と共用 とな

っている。4GHz帯 及び6GHz帯 の各500MHzは,イ ンテルサットの
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国 際 公 衆 通 信用 と して世 界 的 に使 用 され て い る。

さ らに,将 来 の大 幅 な需 要 増 に対 処 す るた め,イ ンテ ル サ ッ トで は,

現 在 のIV号 系 衛 星 よ り大 型 で,11GHz,14GHz帯 も利 用 したV号 系 衛

星 の製 作 を 行 って い る。

また,我 が 国 が52年 に打 ち上 げ た実 験 用 中容 量 静 止通 信 衛 星 の使 用 周

波 数 と して は4GHz,6GHz帯 の ほか,地 上 系 等 と の干 渉等 を 考 慮 し

て,20GHz,30GHz帯 の 準 ミ リ波 が 用 い られ て い る。

なお,WARC-79の 結 果,固 定 衛 星業 務 へ の周 波 数帯 分配 の拡 大 が

図 られ た 。

(イ)放 送 衛 星 業務

1971年 のWARC-STに お いて,放 送 衛 星 業 務 に 対 して初 めて 周 波

数 帯 が 分 配 され た こ とを 契 機 と して,各 国 で具 体 的 な放 送 衛 星 計 画 が進

め られ て い る。 我 が 国 に お い て も,12GHz帯 を 使 った 実 験 用 中型 放送

衛 星 が53年 に 打 ち上 げ られ た 。

WARC-STで は,12GHz帯 を 他 業務 との共 用 で 放送 衛星 業 務 に分

配 した 。 す な わ ち,11.7～12.2GHz(第2/第3地 域)及 び11.7～12.5

GHz(第1地 域)を 固定 業 務,移 動 業務(航 空 移 動 業務 を除 く。),放 送

業 務 及 び 固 定 衛 星業 務(第2地 域)と の共 用 で分 配 した わ け で あ る。 こ

の よ うに複 雑 な 分配 との 関連 で,1977年1月 に は放 送 衛 星 業務 の周 波 数

割 当計 画 作 成 の た め の 世 界 無 線 通 信 主 管 庁 会議(WARC-BS)が 開 か

れ た。 そ の結 果,第1/第3地 域 が周 波 数 割 当 計 画 を作 成 した 。WARC

-BSに お い て
,我 が 国 は東 経110度 の対 地 静 止 軌 道 位 置 に8波 の割 当

て を受 け る こ と とな った。

な お,こ の 割 当計 画 に伴 う上 り回線 の周 波 数 問 題 に つ い て は,WARC

-79で 審 議 の結 果14 .5～14.8GHz及 び17.3～18.1GHzが 放 送 衛 星 業

務 の上 り回線 用 と して専 用 に分 配 され,ま た,14～14.5GHz等 が 固定

衛 星業 務 の通 信 網 と の調整 を条 件 と して放 送 衛 星 業 務 の 上 り回線 に使 用

で きる こ と とな った。
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(ウ)気 象衛星業務

気象衛星業務には,400MHz帯 及び1.7～2GHz帯 を中心に周波数帯

が分配されている。我が国が52年 に打ち上げた静止気象衛星は,衛 星か

らの気象観測や点在する地上基地の観測資料の収集に利用されてお り,

400MHz帯 及び1.7～2GHz帯 を使用 している。

㊥ 海上移動衛星業務

海上移動衛星業務には,1.5～1.6GHz帯 において上 り回線 及び 下 り

回線用にそれぞれ8.5MHz幅 が分配されている。

米国が海事衛星通信システム(マ リサット)を 開発 し,1976年7月 そ

の利用を世界に開放したのを契機に我が国もこのシステムに参加 した。

一方,IMCOで は海上移動通信を抜本的に改善するため衛星通信技術

を導入した国際海事衛星機構(イ ンマルサ ット)を 設立,1979年7月 に

は,こ の条約及び運用協定が発効 し,現 在インマルサ ット初期システム

の宇宙部分の調達について検討を進めている。さらに,我 が国は,国 内

の海上移動通信用の衛星の研究開発も進めている。

なお,WARC-79で は,本 業務に対する周波数帯分配は約2倍 に拡

大 された。

(オ)宇 宙研究業務

宇宙研究業務の周波数帯幅は,WARC-STの 結果,従 来の約4.5GHz

か ら約37GHzと 大幅な分配の増加が図られた。特に40GHz以 上の周

波数帯では,専 用で5GHz,共 用で29GHzと,受 動用の宇宙研究に大

幅な分配が行われている。

我が国では,東 京大学及び宇宙開発事業団において,科 学衛星,技 術

試験衛星等の開発が進められているほか,関 係機関においても,宇 宙研

究の分野における各種の衛星の研究が進められてお り,テ レメータ,コ

マン ド等衛星の追跡管制用等に136MHz帯,150MHz帯,400MHz帯

及び2GHz帯 が,ま た伝搬試験,通 信実験用にマイクロ波帯及び ミリ波

帯の割当てが更に必要になるものと考えられる。
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なお,WARC-79に おいて受動用及び能動用を中心に宇宙研究業務

への周波数帯分配の拡大が図られた。

㈲ その他

上記のほか航空移動衛星業務,地 球探査衛星業務,無 線航行衛星業務,

アマチュア衛星業務等に対 しても,将 来に備えて周波数の分配が行われ

ている。

ヶ.電 波天文業務

電波天文業務は,宇 宙から発する電波の受信を基礎 とする天文 学 の 業 務

で,周 波数の分配は,第2-6-12表 のとお りである。

第2-6-12表 電波天文業務用の周波数分配状況

周 波 数 帯

4～30MHz

30～1,000MHz

1～17,7GHz

l7.7～40GHz

周 波 数 帯 一口
田

巾

専 用 共 用

20kHz

87MHz

600MHz

15MHz

180MHz

180MHz

我が国では,電 波天文業務用に専用に又は優先的に分配 した周波数帯を受

信する設備であって,一 定の基準に適合するものについて指定を行い,受 信

の保護を行ってお り,現 在,1,400MHz～1,427MHzの 周波数を受信する東

京天文台の受信設備が指定されている。

(3)周 波数登録の現状

無線局に対し周波数割当てを行 うに際 し,次 の場合,各 国はIFRBに 周波

数の登録通告を行わなければならない。

① 当該周波数の使用が他の国の業務に有害な混信を生 じさせるおそれがあ

るとき。

② 当該周波数が国際通信に使用されるとき。

③ 当該周波数の使用について国際的承認を得ようとするとき。

IFRBは,定 められた基準に従 って,各 国から提出された割当通告を審査
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第2-6-13表 国際周波数登録状況

(54年8月1日 現 在)

周 波 数 帯

10～525kHz

525～1,605kHz

1,605～4,000kHz

4～30MHz

小 計

30～300MHz

300～3,000MHz

3～40GHz

小 計

合 計

全 世 界

魏 件釧 周波数の数

13,773

12,373

63,509

204,445

294,100

正53,325

69,662

35,835

258,822

552,922

正,554

360

4,824

19,666

26,404

14,312

11,092

3,585

28,989

55,393

日 本

登録件数 周波数の数

393

397

3,639

5,975

10,404

1,869

1,127

355

3,351

13,755

174

100

497

2,092

2,863

919

333

291

1,543

4,406

第2-6-14表 衛 星通信系の事前公表状況

(55年3月 末現在)

国 名 件 数 国 名 件 数

国

連

ス

本

ド

ダ

ン

国

アシ

ン

ネ

ン

ナ

ラ

ド

ラ

ン

米

ソ

フ

日

イ

カ

イ

中

イ

125

33

25

22

8

6

5

4

4

ル

ア

ア

【

ア

ア

ス

ビ

ビ

リ

ラ

渓

,

ギ

ン

・
イ

一フ

西

・

ル

。

ジ

ウ

ィ

プ

サ

イ

ベ

コ

ナ

ス

計

4

7

3

2

2

2

1

253

する。一定の条件に適合す るものは周波数登録原簿に記録 され,

割当ての国際的地位が確立 されることになる。

その周波数
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54年8月1日 現在の周波数の登録状況は,第2-6-13表 に示すとお りで

ある。

宇宙無線通信業務の局については,衛 星通信系を設定 しようとする国は,

衛星系に関する主 として技術的な情報を運用開始の5年 前からIFRBを 通 じ

て世界各国に事前に公表する。 また,静 止衛星系の宇宙局 と地球局に対する

周波数割当て及び1GHz以 上で 宇宙通信系 と地上通信系が同等の権利で分

配されている周波数帯を使用する地球局に対する周波数割当ての場合には,

登録通告に先立ち,相 互に影響があると思われる関係主管庁 との間で周波数

の調整を行わなけれぽならないことになっている。

48年1月1日,現 行の事前公表制度が実施されてから55年3月 末までに公

表された件数(修 正又は取消 しのための公表を含む。)は計253件 であ り,そ

の内訳は第2-6-14表 に示すとお りである。

第2節 電波監視等

1電 波監視の内容

電波監視の内容としては,電 波利用の秩序を確保するため,発 射電波を通

じて行 う電波の質(周 波数偏差,占 有周波数帯幅,ス プリアス発射の強度)

及び運用方法の監査,混 信の排除,不 法無線局の探査並びに電波の有効利用

を図るための発射状況及び利用状況の調査があるほか,外 国主管庁か ら要請

されて行 う電波の監視がある。

2電 波監視結果

52年度か ら 「不法電波一掃月間」を8月 に設定 し,期 間中,関 係機関の協

力を得て不法無線局の取締 りを強化するとともに,一 般市民に対する電波法

令に関する知識の普及を図るための広報活動を重点的に実施 してきた。

54年 度における電波監視の業務別の実施結果は,次 のとお りである。
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第2-6-15表 電波の監査状 況

＼ 区分
騰 帯別じ＼ 一_

30MHz以 下 の も の

30MHzを 超 え る も の

電 波 の 質

監査局刎 違反局数

20,889

26,999

19

18

無線局の運用

監韻 数1違 反局数

29,631

35,881

165

770

計 47,888 ・7i・ ・512【 935

(1)電 波 の 質 及 び 無 線 局 の運 用 の監 査

監 査 局 数 及 び 違 反 局 数 は,第2-6-15表 に示 す とお りで あ る。 違 反 の状

況 を 周 波 数 帯 別 に み る と30MHzを 超 え る もの は,30MHz以 下 に比 べ 違 反

が 極 め て 多 い こ とが 分 か る が,こ れ は無 線 局 の規 模,無 線 設 備 の保 守,整 備

又 は 無 線 設 備 を操 作す る者 の法 令 に対 す る認 識 等 に差 異 が あ る こ とに よる も

の と思わ れ る。

過 去3年 間 に お け る違 反 率 を み る と,電 波 の質 に つ い て は52年 度0.08%,

53年 度0.07%,54年 度0.08%で あ り,無 線 局 の運 用 につ い て は52年 度1,99%,

53年 度2.76%,54年 度1.42%と な って い る。

また,本 年 度 は,上 記 の監 査 のほ か に,150MHz帯,400MHz帯 の陸 上移

動 業 務 の局 及 び 簡 易 無 線 局 を 対 象 と して 「通 信系 を単 位 とす る運 用 監査 」 を

実 施 した 。 監 査 した 通 信 系 の数 は8,562件 で あ り,こ の結 果,電 波 法令 違 反

につ い て 行 政 指 導 を 行 った もの は,1,504件 で あ る。

(2)混 信 調 査

調 査 実 施 件 数 は,123件 で あ って これ らを周 波 数 帯 別 に 分類 した もの が第

2-6-16表 で あ り,30MHz以 上 の周 波数 帯 に お け る もの が全 体 の56.1%

に な って い る。

混 信発 生 は,主 と して 短 波 帯(3,000kHz～30MHz)に お い て は 外 国 無 線

局,30MHzを 超 え る周 波 数 帯 にお い て は 国 内無 線 局 に よ る も ので あ っ て,

特 に 無線 局数 の集 中 して い る周 波 数 帯 及 び 同 一 業 種 に 属 す る複 数 の免 許 人 が

周波 数 を共 用 して い る周 波 数 帯 にお け るひ ん 度 が 高 い 傾 向 を 示 して い る。

(3)不 法 無 線 局 の探 査
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第2-6-16表 周波数帯別調査件数

周 波 数 帯 件 数

535kHz未 満 5

535kHz以 上1,605kHz未 満 4

1,605kHz以 上3,000kHz未 満 10

3,000kHz以 上30MHz未 満 35

30MHz以 上300MHz未 満 48

300MHz以 上 21

合 計 123

第2-6-17表 不法無線局の摘発状 況

摘 発 局 数

一般不法局

30MHz以 下 の も の

30MHzを 超 え る もの

13

243

不 法 アマ チ

ユ ア局

Ω
∪

15

不法市民 ラ
ジオ

2,808

十碁口

2,829

294

計 256 59 2,808 3,123

不 法 無 線 局 の摘 発 局 数 は 第2-6-17表 に示 す とお りで あ る。

これ を 周 波数 帯 別 にみ る と,26MHz～27MHz帯 が 最 も多 く,次 いで150

MHz帯,400MHz帯 の順 とな って い る。 また,用 途 別 に は不 法 市 民 ラ ジオ

が2,808局 で最 も多 く,そ のほ とん どの もの が我 が 国 で は 市民 ラジ オ と して

使 用す る こ とが認 め られ てい な い 多 数 の周 波 数 を 切 り替 え て発 射 で き る高 出

力 の機 器 を 使 用 して いた も ので あ る。

一 般 不 法 局 は ,事 業 の事 務 連 絡 用 に使 用 され て いた もの で あ って,陸 上 運

輸 事業 用,土 木 建設 事業 用 及 び 機 器 製造 販 売 事 業 用 に 使 用 され て い た も のが

そ の大 半 を 占め て い る。

過 去3年 間 の不 法 無線 局 の摘 発 局 数 を 年度 別 にみ る と,52年 度1,268局,

53年 度1,715局,54年 度3,123局 とな って い る。52年 度 か ら大 幅 な増 加 が あ

っ た の は,8月 を 「不 法電 波 一 掃 月 間 」 と定 め て,近 年増 加 の傾 向 に あ った
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不法無線局,特 にハイパワー市民ラジオの取締 り強化 と,更 に広 く一般市民

を対象として電波法令に関する知識の普及を図る広報活動を行 ったため,一

般市民からの情報の提供等の協力が得られた結果によるものである。

一般市民が関与する簡易無線局
,特 にハイパワー市民ラジオの不法開設が

多いことか ら,電 波利用の秩序維持を図るためには,今 後 とも悪質な違反の

取締 りを強化するとともに,電 波利用及び電波法令について周知宣伝を行い

広く国民の理解 と認識を深めることが必要である。

(4)電 波の発射状況調査,利 用状況調査等

電波の発射状況調査及び利用状況調査の実施状況は,第2-6-18表 のと

お りである。

発射状況調査は周波数スペ クトラムの空間的占有状況をは握するために実

施している調査であって,必 要に応 じ各周波数帯について順次反復 して調査

し,又 は特定周波数帯を対象 として調査する。 また,無 線局の分布状況及び

電波の伝搬特性を考慮 して,固 定及び移動により調査を実施している。

これ らの調査結果は,周 波数のクリアランス ・モニタ,混 信の実態は握,

電波の監査,国 際機関及び外国主管庁からの要請による調査の計画策定上の

資料 として活用されている。

以上の調査のほか,IFRBか らの協力要請に基づ く国際監視及び高周波放

送専用周波数帯の調査を実施 して お り,前 者は 調査件数96件,調 査波数

19,090波,後 者は調査件数10件,調 査波数547波 となっている。

電波の利用状況調査は,周 波数スペ クトラムの空間的及び時間的な占有状

況について測定を行い,電 波の効率的な利用が行われているか,ま た,通 信

のぞ通状況に問題がないかを調査するものであって固定及び移動による調査

第2-6-18表 電波の発射状況調査及び利用状況調査実施状況

＼＼
一.実 施 態 様

＼'
＼

区 分 ＼＼_一

発 射 状 況 調 査

利 用 状 況 調 査

件 数

固 定 移 動 計

171

29

6

2

4

9

217

121
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を併 せ121件 の調 査 を 行 った。

調 査 の対 象 を 周 波 数 帯別 にみ る と大 部 分 が30MHz以 上 とな って お り,特

に150MHz帯 及 び400MHz帯 が 多 くな って い る。

これ らを 無 線 通 信 業務 別 にみ る と,陸 上移 動 業 務 用(携 帯 移 動業 務 用 を 含

む 。),簡 易 無 線 業 務 用,海 上 移 動 業 務 用 の順 とな って お り,用 途 別 では,各

種業 務 用,漁 業 用,タ ク シー事 業 用 の順 とな って い る。

第2-6-19表 電波障害原 因別処理件数

原因別
区 分 処 理 件 数 比 率

建

造

物

無

線

局

ビ ル 17,865 24.4%

送 配 電 線 5,425 7,4

鉄 道 ・道 路 ・橋 540 0.7

アマチ ュア無 線局 3,344 4.6

市 民 ラ ジ オ 8,977 12.3

そ の 他 2,385 3,3

高 周 波 利 用 設 備 543 0。7

ブ ー ス タ ー 2,978 4.1

電

気

雑

音

送 配 電 線 3,202 4.4

自 動 車 ・鉄 道 971 1.3

受信機の不要ふく
射等

550 O.8

回 転 機 器 901 1,2

接 点 機 器 3,313 4,5

照 明 機 器 578 0.8

そ の 他 2,016 2.8

そ の 他 の 障 害 源 6,095 8.3

原 因 不 明 13,506 18.4

合 計 73,189 100.0
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3電 波障害の防止

近年,電 波の利用範囲は著 しく拡大 しているが,社 会の発展に伴い,電 波

の円滑な利用を妨げる要因も増加 している。例えば,家 庭用電気器具をは じ

め各種電子応用機器の普及に伴い,こ れらの機器等から発生する不要な電波

によって放送その他の無線通信に電波障害を生ずる例が多い。 また,市 民ラ

ジオやアマチュア無線局の増加に伴い,近 隣のテレビジョン放送の受信等に

対する電波障害も多発 している。さらに,最 近高層建築物の増加により,特

に大都市を中心に,ビ ル陰障害や反射障害のいわゆる都市受信障害が急増 し

ている。

このような事情にかんがみ,放 送の受信及び無線通信に対する電波障害を

防止 し,電 波の円滑な利用を図ることを 目的 として,関 係省庁,放 送 事 業

者,そ の他の関係団体によって構成 される電波障害防止協議会が設置されて

お り,電 波障害の防止に関する思想の啓 もう,防 止措置の指導,調 査等を行

っている。54年 度において同協議会が取 り扱 った電波障害の原因別処理件数

は,第2-6-19表 のとお りである。

第3節 無線従事者

無線局の無線設備の運用,保 守,管 理は,電 波の属性及び無線局に割 り当

てられた電波の有効かつ能率的な使用を図る見地から,専 門的な知識技能を

有する老が行 う必要がある。このため,無 線設備の操作は,原 則として一定

の無線従事者の資格を有する者でなければ行ってはならないこと と して い

る。

我が国の無線従事者制度は,明 治40年,政 府によって,第 一級無線通信士

の養成が行われたのが初めである。昭和25年 電波法の制定施行の結果,無 線

従事者資格制度は一大変革を遂げ,無 線従事者の資格は,無 線通信士,無 線

技術士,特 殊無線技士及びアマチュア無線技士に分類されるとともに,試 験
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制 度 が現 行 の よ うに整 備 され た。

1無 線従事者の種別

無線従事者は,無 線通信士(5資 格),無 線技術士(2資 格),特 殊無線技

士(6資 格)及 びアマチュア無線技士(4資 格)の4種 別に分かれ,そ の免

許は,無 線設備の操作に必要な知識及び技能について行 う国家試験に合格し

た者及び郵政大臣が認定 した養成課程(特 殊無線技士又は電信級若 しくは電

話級アマチ ュア無線技士のものに限る。)を修了 した者であって,一 定 の 条

件に適合 したものに与えられることになっている。

無線局には,特 にその必要がないと認められる場合を除き,無 線従事者が

その操作範囲に従ってそれぞれ配置されている。

2無 線従事者国家試験施行状況

54年 度 に お け る無 線 従 事 者 国 家試 験 の施 行 状 況 は,第2-6-20表 の とお

りで あ り,前 年 度 と比 較 す る と,申 請 者 数(全 科 目免 除老 を 含 む 。)は,総

数 で1.3%増 加 して い る。

そ の資 格 別 内訳 は,無 線 通 信 士 が1.2%,ア マ チ ュア無 線 技 士 が2.1%増

加 し,無 線 技 術 士,特 殊 無 線 技 士 が 若 干 減 少 して い る。

な お,53年7月,目 の不 自 由 な人 に 対 し,上 級 ア マ チ ュア無 線技 士資 格 取

得 の道 が開 か れ た が,54年 度 に お いて は,点 字 に よる 国家 試 験 を 施 行 した結

果 は,第1級 ア マチ ュア 無線 技 士 受 験 者18名 中7名 が,第2級 ア マチ ュア無

線 技 士 受験 者63名 中35名 が,そ れ ぞれ 合 格 した。

な お,こ の制 度 施 行 以 来 の通 算 では,第1級 ア マ チ 凸ア無 線 技 士 は,受 験

者25名 中 合格 者11名,第2級 アマ チ ュア無 線 技 士 は,受 験 者115名 中 合 格者

57名 で あ る。



一346一 第2部 各 論

第2-6-20表 無 線 従 事 者

区 別

資格別

申 請 者 数

数

数

A

B

Aノ

者

者

数

数

坦

者

者

儒

権

除

験

格

解

棄

免

受

合

合

予

備

試

験

本

試

験

受験有資格老数

棄 権 者 数

受 験 者 数C

合 格 者 数D

合格率(%)D/C

全科 目免除者数

無 線 通 信 士

第一級

4,270

958

1,787

1,525

413

27.1

2,200

861

1,339

98

7.3

22

第二級

2,567

163

1,670

734

276

37.6

1,946

486

1,460

146

10.0

80

第三級

3,956

261

1,804

1,891

545

28.8

小計

10,793

1,409

5,261

4,150

1,234

29.7

2,349

628

1,721

198

1L5

154

6,495

1,975

4,520

442

9.7

256

航空級

2,482

2,482

630

1,852

409

22.1

電話級

4,659

4,659

1,169

3,490

1,256

36.0

小計

7,141

7,141

1,799

5,342

1,665

31.1

計

17,934

無 線

第一級

7,504

1,137

3,834

2,533

855

33.8

4,689

1,437

3,252

378

11.6

26

(注)航 空級及 び電話級無線通信士,特 殊無線技士並 びにアマチ ュア無線技士につ
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(54年 度)

技 術 士

第二級 計

特殊

無線

技士 第一級第二級

ア マ チ ー ア 無 線 技 士

小計 電信級 電話級

十
一
三
ロ合

十
一言
口十

昌
一一ロ

、4

13,58821,09214,7393,64212,97016,6128,857149,320158,177174,789228,554

1,7062,843--

6,69110,525--

5,1917,724--

7371,592--

14.220.6-一

7,428 12,117 14,739 3,642 12,970 16,612 8,857 149,320 158,177 174,789 一

2,231 3,668 2,982 1,715 5,649 7,364 3,581 55,635 59,216 66,580 一

5,197 8,449 11,757 1,927 7,321 9,248 5,276 93,685 98,961 108,209 一

573 951 6,185 576 2,749 3,325 2,273 39,373 41,646 44,971 一

11.O 11.3 52.6 29.9 37.5 35.2 43.1 42.0 42.1 41.6 一

632 288

いては予備試験,本 試験 の区別がない。
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免許付与状況

一

3

蹴 「

54年 度 にお け る免 許 付 与 数 は13万7,141名 で,そ の資 格 別 内訳 は,第2-

6-21表 の とお りで あ る。 これ を 前 年度 と比 較 す る と無線 通 信 士 は266名,

特 殊 無 線 技 士 は3,216名,ア マ チ ュア無 線 技 士 は1万8,370名 が それ ぞ れ増

加 し,無 線 技 術 士 は64名 減 少 して い るが,総 数 に お い て は,2万1,788名 が

第2-6-21表 無線従事者資格別免 許付与数

(54年 度)

資 格 別 1付 与 数

161

250

400

586

1,018

 

士信通

〃

〃

〃

〃

線無級

級

級

級

級

一

二

三

空

話

第

第

第

航

電

2,415

 

計

無

線

通

信

士

421

555

第 一 級 無 線 技 術 士

第 二 級 〃

976

 

計

無
線
技
術
士

11,085

10,961

29,785

1,382

3,514

43

 

ダ

甲

乙

丙

備

信

設

電

話

【

電

〃

〃

線

線

無

無

線

重

内

レ

無

多

国

56,770

 

計

特

殊

無

線

技

士

571

2,724

3,348

70,337

第 一 級 ア マ チ 凸 ア 無 線 技 士

第 二 級"

電 信 級 〃

電 話 級"

76,980

 

計

線

技
士

ア
マ
チ

ュ
ア
無

137,141計

 

合
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増 加 して い る。

4無 線 従 事 者 数

54年 度 末現 在 に おけ る無 線 従 事者 数 は174万390名 で,そ の資 格 別 内訳 は

第2-6-22表 に示 す とお りで あ る。

第2-6-22表 無線従事者数

(54年度末現在 〉

資 格 別 従 事 老 数

無

線

通

信

士

無
線
技
術
士

士信通

〃

〃

〃

〃

線無級

級

級

級

級

一

二

三

空

話

第

第

第

航

電

11,470

13,456

25,841

14,923

35,237

十≡百 100,927

第 一 級 無 級 技 術 士

第 二 線 〃

10,562

19,901

計 30,463

特 殊 無 線 技 士 787,210

線
技
士

ア

マ
チ

ュ
ア
無

第 一 級 ア マ チ ュ ア無 線 技 士

第 二 級 〃

電 信 級"

電 話 級"

7,902

32,935

55,106

725,847

十
二
二
口

821,790

合 計 1,740,390
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5学 校等の認定

予備試験等の免除のための学校等の認定制度は,36年2月 に始められ,54

年度末現在認定 されている学校等の数は122校 で,そ の内訳は第2-6-23

表のとお りである。

第2-6-23表 認 定学校 等一覧表

(54年度末現在)

区 別

大 学

短 期 大 学

高等専門学校

高 等 学 校

専 修 学 校

各 種 学 校

職業 訓練校

そ の 他

十
二
一曽ロ

認

定

学

校

数

1

6

8

5

9

3

7

3

rO

1

2

122

認 定 部 科 数

無 線 通 信 士

第 一 級

予 備

英 語

1

3

第 二 級

備
語
術信

予
英
通

備

語

予

英

備
語
術信

予
英
通

2

2

4

1

2

1

8

2

3

4

2

1

12

第 三 級

予 備

英 語

12

12

備
語
術信

予
英
通

20

7
'

1

28

無線技術士

第一級

予 備

98

3

1

102

第二級

予 備

14

18

7

4

2

55

十
呂
=
ロ

1

1

1

7

FD

lQ

O

2

2

3

2

〔◎

3

222
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6無 線 従 事 者 の 養 成 課 程 の 実 施 状 況

54年 度 に お い て 実 施 され た養 成 課 程 は1,818件 で,そ の 内訳 は 第2-6-

24表 に示 す とお りで あ る。 これ を 前 年 度 と比 較 す る と,件 数 に お い て26件,

履 修 者 数 にお い て488名,修 了者 数 にお い て1,494名 の増 加 とな って い る。

第2-6-24表 無線従事者の養成課程の実施状況

(54年 度)

罰
実施件
数

履修者
数

修了者
数

特 殊 無 線 技 士

レー ダ

255

9,633

9,587

線
話

丙

無
電

線
話

乙

無
電

線
話

甲

無
電

258

9,803

9,662

613

26,556

26,447

21

846

814

多重無

線設備

42

2,195

2,035

国内無

線電信
小計

1,1912

49,06431

48,57631

アマチュア無線

技士

電信級

33

960

88L

電話級

594

31,630

27,597

小計

627

32,590

28,478

合計

1,818

81,654

77,054


